
鹿屋市女性人材リスト登録事業実施要領  

 

（目的）  

第１条 この要領は、鹿屋市女性人材リスト登録事業（以下「登録事業」と

いう。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（登録事業）  

第２条 登録事業は、かのや男女共同参画プランの理念にのっとり、女性の

人材の情報を蓄積し、かつ、その情報を活用する制度を創設することによ

り、本市の審議会等の委員、研修会の講師等に積極的に女性を活用し、男

女共同参画社会の促進に寄与するための事業とする。  

（実施主体）  

第３条 登録事業の実施主体は、鹿屋市とする。  

（名称及び管理者）  

第４条 第２条の制度は、鹿屋市女性人材リスト（以下「人材リスト」とい

う。）と称し、当該リストの管理者（以下「管理者」という。）は、市民環

境部市民活動推進課長とする。  

（登録対象）  

第５条 人材リストの登録対象は、20 歳以上の女性又は 20 歳以上の女性で

組織する団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（1）  本市に住所を有する者若しくは団体、本市に存する事務所若しくは

事業所に勤務する者又は本市に存する学校に在学する者  

（2）  教育、福祉、芸術、スポーツ等のあらゆる分野で専門的な知識若し

くは活動実績のある者若しくは団体又は有識者若しくは有資格者  

（3）  市政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる者又は団  

   体  

（登録の方法）  

第６条 人材リストに登録するときは、鹿屋市女性人材リスト登録票（別記

様式）を市長に提出するものとする。  

２ 前項の場合においては、自薦及び他薦を問わないものとする。ただし、

他薦の場合、本人の承諾を得なければならない。  

３ 市長は、第１項に規定する登録票を受理した場合、登録することが適当

と認められた者について、リストへ登録するものとする。  

（登録の抹消）  

第７条 登録者から登録抹消の申し出があったときは、これを抹消する。  

２ 市長は、登録が不適当と認めるときは、これを抹消することができる。  

（人材リストの活用）  

第 8 条 登録事業における人材リスト活用は、次の各号に掲げる場合に活用



するものとする。  

（1）  各種審議会、委員会等の委員の人選をするとき。  

（2）  研修会、講演会の講師等の人選をするとき。  

（3）  諸事業推進のため女性人材を必要とするとき。  

（4）  その他市長が必要と認めるとき。  

（人材リストの公開）  

第９条 管理者は、登録された人材リストのうち、本人の同意を得たものに

ついては、ホームページその他の方法を活用し、登録された人材が広く活

用されるよう努めるものとする。  

（利用及び提供の制限）  

第 10 条 管理者は、登録事業における目的以外のために個人情報を利用し、

又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。  

 （1）  本人の同意があるとき。  

 （2）  公益上の必要その他相当の理由があると認められ、鹿屋市情報公開

及び個人情報保護審査会の承認を得たとき。  

 （適正管理）  

第 11 条 管理者は、人材リストに登録した個人情報を本市の個人情報保護制

度に基づいて適正に管理しなければならない。この場合において管理者は、

登録事業における個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう務めるものと

する。  

２ 前項の場合において管理者は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止

について特に注意しなければならない。  

３ 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やか

に破棄し、また、消去するものとする。  

 （自己情報の訂正）  

第 12 条 管理者は、人材リスト掲載の本人から、登録情報について訂正の申

し出があった場合は、これに応ずるものとする。この場合において、訂正

しようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資

料を提出し、又は提示しなければならない。  

 （苦情の処理）  

第 13 条 管理者は、その保有する個人情報の取り扱いに関する苦情があった

ときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。  

  

   附 則  

 この要領は、平成 18 年 1 月 1 日から施行する。  

   附 則  



この要領は、平成 21 年 4 月１日から施行する。  

   附則  

 この要領は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。  

 



 

別記様式  

    

鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材リストリストリストリスト登録登録登録登録票票票票 

 

 鹿屋市長  様 

                                                                年  月  日 

         申請者 

     （推薦者） 

鹿屋市女性人材リスト登録事業実施要領第６条第１項の規定により、下記のとおり鹿屋市女性人材リスト 

に登録します。 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 生年月日 年   月   日 

住 所 
〒 

 

電 話 番 号 （    ）   －     F A X （    ）   －     

E - ｍ a i l  

勤 務 先 名 
 

 

住 所 
〒 

 

電 話 番 号 （    ）   － F A X （    ）   － 

E - ｍ a i l  

登 録 分 野 
□男女共同参画 □教育 □福祉 □法律・行政 □経済・労働 □農業・商業 

□文化・芸術   □スポーツ    □建築・土木   □地域活動   □その他（         ） 

審議会等委員歴 

①                       （   年～   年） 

②                       （   年～   年） 

③                       （   年～   年） 

資 格 ・ 免 許 

  

  

  

本 人 の 同 意 
 

 

 ホームページ等での公開に同意    １ する    ２ しない 
 

※※※※    ホームページホームページホームページホームページ等等等等でのでのでのでの公開公開公開公開とはとはとはとは、、、、市市市市のののの広報紙広報紙広報紙広報紙やややや配布用配布用配布用配布用リフトリフトリフトリフト等等等等もももも含含含含みますみますみますみます。。。。    

※※※※    ホームページホームページホームページホームページ等等等等でのでのでのでの公開公開公開公開にににに同意同意同意同意がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、市役所内部市役所内部市役所内部市役所内部でのでのでのでの審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員

等等等等のののの活用活用活用活用にににに限限限限られますられますられますられます。。。。    

公 開 し て も 

よ い 登 録 情 報 

 

□生年月日 □自宅住所 □自宅電話番号 □自宅 FAX 

□自宅メールアドレス □勤務先 □勤務先住所 □勤務先電話番号 

□勤務先 FAX □勤務先メールアドレス  

 
 

※※※※    公開公開公開公開してもよいしてもよいしてもよいしてもよい情報情報情報情報ににににチェックチェックチェックチェックしてくしてくしてくしてくださいださいださいださい。。。。    

ただただただただしししし、、、、氏名氏名氏名氏名・・・・登録分野登録分野登録分野登録分野・・・・審議会等委員歴審議会等委員歴審議会等委員歴審議会等委員歴・・・・資格資格資格資格・・・・免許免許免許免許・・・・主主主主なななな活動歴活動歴活動歴活動歴（（（（団体名団体名団体名団体名））））につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、原則公開原則公開原則公開原則公開となりますとなりますとなりますとなります。。。。    



    

主 な 活 動 歴 

（ 団 体 名 ） 
    

    

※※※※できるだけできるだけできるだけできるだけ詳詳詳詳しくしくしくしく    

おおおお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※※※※    他薦他薦他薦他薦のののの場合場合場合場合はははは、、、、ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

推 薦 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

住所 

氏名 

本 人 の 同 意 
（本人の自署による） 

 

鹿屋市女性人材リストに登録されることについて異議ありません。 
 

    年  月  日 
 

          氏名                

※※※※    記入記入記入記入できるできるできるできる項目項目項目項目はははは、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※※※※    登録登録登録登録されたされたされたされた方方方方がががが必必必必ずずずず委員委員委員委員としてとしてとしてとして選定選定選定選定されるものではありませんのでごされるものではありませんのでごされるものではありませんのでごされるものではありませんのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。 

※※※※    登録登録登録登録されたされたされたされた情報情報情報情報はははは鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例にににに基基基基づきづきづきづき管理管理管理管理しししし、、、、本人本人本人本人のののの同意同意同意同意をををを得得得得ることなくることなくることなくることなく目的外利用目的外利用目的外利用目的外利用

等等等等をすることはありませんをすることはありませんをすることはありませんをすることはありません。。。。    

    受受受受    付付付付    

    番番番番    号号号号    

本本本本    人人人人    

確認日確認日確認日確認日    

人材人材人材人材ﾘｽﾄﾘｽﾄﾘｽﾄﾘｽﾄ    

登録日登録日登録日登録日    

ホームページホームページホームページホームページ公開公開公開公開    

公開日公開日公開日公開日    公開否公開否公開否公開否    

                    

 



別記様式  

    

鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材鹿屋市女性人材リストリストリストリスト登録登録登録登録票票票票((((団体用団体用団体用団体用)))) 

 

 鹿屋市長  様 

                                                                年  月  日 

         申請者 

     （推薦者） 

鹿屋市女性人材リスト登録事業実施要領第６条第１項の規定により、下記のとおり鹿屋市女性人材リスト 

に登録します。 

フ リ ガ ナ 

団 体 名 

 

代 表 者 名 
 

 

住 所  

電 話 番 号 （    ）   －     F A X （    ）   －     

E - ｍ a i l  

団 体 の 人 数  

会 員 の 資 格 等  

登 録 分 野 
□男女共同参画 □教育 □福祉 □法律・行政 □経済・労働 □農業・商業 

□文化・芸術   □スポーツ    □建築・土木   □地域活動   □その他（         ） 

同 意 
 

 

 ホームページ等での公開に同意    １ する    ２ しない 
 

※※※※    ホームページホームページホームページホームページ等等等等でのでのでのでの公開公開公開公開とはとはとはとは、、、、市市市市のののの広報紙広報紙広報紙広報紙やややや配布用配布用配布用配布用リフトリフトリフトリフト等等等等もももも含含含含みますみますみますみます。。。。    

※※※※    ホームページホームページホームページホームページ等等等等でのでのでのでの公開公開公開公開にににに同意同意同意同意がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、市役所内部市役所内部市役所内部市役所内部でのでのでのでの審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員

等等等等のののの活用活用活用活用にににに限限限限られますられますられますられます。。。。    

公 開 し て も 

よ い 登 録 情 報 

□住所 □電話番号 □メールアドレス  

 
 

※※※※    公開公開公開公開してもよいしてもよいしてもよいしてもよい情報情報情報情報ににににチェックチェックチェックチェックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

ただただただただしししし、、、、氏名氏名氏名氏名・・・・登録分野登録分野登録分野登録分野・・・・資格資格資格資格・・・・免許免許免許免許・・・・主主主主なななな活動歴活動歴活動歴活動歴（（（（団体名団体名団体名団体名））））についてはについてはについてはについては、、、、原則公開原則公開原則公開原則公開

となりますとなりますとなりますとなります。。。。    



    

主 な 活 動 歴 

（ 団 体 名 ） 
    

    

※※※※できるだけできるだけできるだけできるだけ詳詳詳詳しくしくしくしく    

おおおお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※※※※    他薦他薦他薦他薦のののの場合場合場合場合はははは、、、、ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

推 薦 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

住所 

氏名 

同 意 
 

 

鹿屋市女性人材リストに登録されることについて異議ありません。 
 

    年  月  日 
 

          氏名                

※※※※    記入記入記入記入できるできるできるできる項目項目項目項目はははは、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※※※※    登録登録登録登録されたされたされたされた方方方方がががが必必必必ずずずず委員委員委員委員としてとしてとしてとして選定選定選定選定されるものではありませんのでごされるものではありませんのでごされるものではありませんのでごされるものではありませんのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。 

※※※※    登録登録登録登録されたされたされたされた情報情報情報情報はははは鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例鹿屋市個人情報保護条例にににに基基基基づきづきづきづき管理管理管理管理しししし、、、、本人本人本人本人のののの同意同意同意同意をををを得得得得ることなくることなくることなくることなく目的外利用目的外利用目的外利用目的外利用    

等等等等をすることはありませんをすることはありませんをすることはありませんをすることはありません。。。。    

    受受受受    付付付付    

    番番番番    号号号号    

本本本本    人人人人    

確認日確認日確認日確認日    

人材人材人材人材ﾘｽﾄﾘｽﾄﾘｽﾄﾘｽﾄ    

登録日登録日登録日登録日    

ホームページホームページホームページホームページ公開公開公開公開    

公開日公開日公開日公開日    公開否公開否公開否公開否    

                    

 


